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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
の

　

指
定 

（
農
村
整
備
課
）　
　

二

〇
林
業
種
苗
法
に
基
づ
く
生
産
事
業
者
登
録
の
失
効 

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
平
成
八
年
度
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の

　

様
式
）
の
一
部
改
正 
（
契　

約　

課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
観　

光　

課
）　
　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

教
育
委
員
会

〇
博
物
館
の
登
録 

三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理

に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
自
然
環
境
産
業

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
一
丁
目
七
番
二
十
一
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

庄
子　

喜
代
志

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
名
取
市
下
増
田
字
広
浦
七
番
二
十
一
号

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

新
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

汚
泥
の
脱
水
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

汚
泥

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
八
年
八
月
十
二
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
三
二
一

愛
さ
ん
さ
ん
訪
問
介
護

()障
塩
釜

塩
竈
市
本
町
十
二

－

五

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

愛
さ
ん
さ
ん
宅

食
株
式
会
社

平
成
二
十
八
年

七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

鹿
島
台
東
部

農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
西
矢
本
地
区
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次

の
従
前
の
土
地
を
、
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

土
地
の
表
示

市
町
村
名

大　

字

字

地　

番

地　

目

用　

途

地　

積　

㎡

東
松
島
市

矢
本

笠
松

二
六
九

田

田

一
、
〇
〇
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産
事
業
者

の
登
録
は
、
失
効
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所　
　

在　
　

地

種　

穂

苗　
　

木

宮
城
第
二

百
七
十
七

号

大
友　

英
雄

名
取
市
杉
ケ
袋
字
前
沖
百
六

十
三
番
地

種
穂
の
採
取

及
び
精
選

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木

の
育
成

大
友　

英
雄

名
取
市
杉
ケ
袋
字
前
沖

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

南
三
陸
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

志
津
川
都
市
計
画
公
園
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

五
・
四
・
一
号　

南
三
陸
町
震
災
復
興
祈
念
公
園

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
南
三
陸
町
志
津
川
字
中
瀬
町
、
字
廻
館
前
、
字
塩
入
、
字
汐
見
町
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

宮　　城　　県　　公　　報第2769号　平成28年６月28日　火曜日 （2）



正
し
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

様
式
第
一
号
の
第
三
十
七
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

 
　

た
だ
し
，
平
成
29年
３
月
31日
ま
で
に
新
た
に
請
負
契
約
を
締
結
す
る
工
事
に
係
る
前
払
金
の
う
ち
平
成
29年
３

月
31日

ま
で
に
払
出
し
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
前
払
金
の
100分

の
25を

超
え
る
額
及
び
中
間
前
払
金
を

除
き
，
こ
の
工
事
の
現
場
管
理
費
及
び
一
般
管
理
費
等
の
う
ち
こ
の
工
事
の
施
工
に
要
す
る
費
用
に
係
る
支
払
い
に

充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る

。公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

沿
岸
部
観
光
復
興
情
報
等
発
信
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

経
済
商
工
観
光
部
観
光
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
電
通
東
日
本
仙
台
支
社　

仙
台
市
青
葉
区

国
分
町
三
丁
目
六
番
一
号

五　

契
約
金
額　

九
千
百
九
十
九
万
九
千
八
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
檀
ノ
下
三
番
二
の
一
部
、
三
番

三
、
三
番
四
、
同
字
丸
田
七
番
四

　

仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
二
丁
目
六
番
地
の
六　

フ
ェ
リ

ス
ガ
ー
デ
ン
Ⅱ
一
〇
三　
　

 

小
林　
　

宏　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
博
物
館
と
し
て
登
録

し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

一　

博
物
館
の
名
称　

奥
松
島
縄
文
村
歴
史
資
料
館

二　

博
物
館
の
所
在
地　

東
松
島
市
宮
戸
字
里
八
十
一
番
地
十
八

三　

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所　

東
松
島
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
松
島
市
矢
本
字
上
河
戸
三
十
六
番
一
号

四　

登
録
記
号
番
号　

宮
城
県
第
二
十
五
号

五　

登
録
年
月
日　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

，
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